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厚
生
労
働
省
の
諮
問
機
関
で
あ
る
労
働
政

策
審
議
会
（
会
長
：
諏
訪
康
雄
法
政
大
学
大

学
院
政
策
創
造
研
究
科
教
授
）
は
二
月
一
五

日
、
第
一
二
次
労
働
災
害
防
止
計
画
を
厚
生

労
働
大
臣
に
答
申
し
た
。
計
画
で
は
、
二
○

一
七
年
ま
で
に
「
労
働
災
害
に
よ
る
死
亡
者

数
を
二
○
一
二
年
度
比
で
一
五
％
以
上
減
少

さ
せ
る
」「
労
働
災
害
に
よ
る
休
業
四
日
以
上

の
死
傷
者
数
を
同
一
五
％
以
上
減
少
さ
せ

る
」
と
の
全
体
目
標
に
加
え
、
今
次
か
ら
初

め
て
重
点
対
策
ご
と
の
数
値
目
標
（
図
表
）

も
盛
り
込
ん
だ
。

　

労
働
災
害
防
止
計
画
は
、
労
働
安
全
衛
生

法
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
策
定
す
る

も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
労
災
防
止
に
向
け
、

政
府
が
自
ら
の
施
策
を
明
ら
か
に
す
る
と
と

も
に
事
業
者
の
自
主
的
な
指
針
を
示
す
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
。
今
次
で
は
、
二
○
一

三
年
度
を
初
年
度
に
二
○
一
七
年
度
ま
で
の

五
カ
年
計
画
を
定
め
た
。

長
期
的
に
減
少
傾
向
も
直
近
二
年
は

増
加

　

労
働
災
害
に
よ
る
休
業
四
日
以
上
の
死
傷

者
数
は
長
期
的
に
は
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の

の
、
直
近
で
は
二
年
連
続
で
増
加
し
て
い
る
。

業
種
別
に
み
る
と
、
労
働
災
害
の
多
発
業
種

で
あ
る
製
造
業
と
建
設
業
で
は
、
雇
用
者
数

の
減
少
と
安
全
衛
生
対
策
の
充
実
を
背
景
に

大
幅
な
減
少
が
み
ら
れ
る
。
業
種
別
の
死
傷

者
数
を
一
○
年
前
の
二
○
○
二
年
と
の
比
較

で
み
る
と
、
建
設
業
で
は
三
六
・
二
％
減
、

製
造
業
で
は
二
五
・
七
％
減
と
な
っ
た
。

　

そ
の
一
方
で
労
働
災
害
が
増
加
し
て
い
る

の
が
第
三
次
産
業
だ
。
雇
用
者
数
が
急
増
す

る
な
か
、
必
ず
し
も
重
点
的
な
対
策
が
取
ら

れ
て
こ
な
か
っ
た
同
業
種
で
は
、
死
傷
者
数

が
こ
の
一
○
年
間
に
一
七
％
近
く
増
加
し
て

い
る
。

　

と
り
わ
け
災
害
が
多
い
の
は
小
売
業
、
社

会
福
祉
施
設
、
飲
食
店
で
、
な
か
で
も
近
年
、

雇
用
者
数
が
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
社
会
福

祉
施
設
で
は
、
二
○
一
一
年
の
死
傷
者
数
が

二
○
○
二
年
度
比
で
一
四
四
・
七
％
と
二
倍

以
上
に
な
っ
た
。

第
三
次
産
業
を
最
重
点
業
種
に
位
置

づ
け

　

そ
の
た
め
、今
次
計
画
で
は
、第
三
次
産
業

を
最
重
点
業
種
に
位
置
づ
け
た
。
二
○
一
七

年
度
ま
で
の
目
標
と
し
て
、
労
働
災
害
に
よ

る
休
業
四
日
以
上
の
死
傷
者
数
を
小
売
業
で

二
○
一
二
年
度
比
二
○
％
以
上
、
飲
食
店
で

同
一
○
％
以
上
減
少
さ
せ
る
こ
と
を
掲
げ
た
。

　

小
売
業
に
お
け
る
労
働
災
害
を
事
故
の
類

型
別
に
み
る
と
、
転
倒
災
害
の
割
合
が
約
三

割
と
最
も
高
く
な
っ
て
い
る
。
転
倒
は
日
常

生
活
で
も
起
こ
り
や
す
く
、
命
に
関
わ
る
ケ

ガ
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
こ
と
か
ら
安
全
に

対
す
る
意
識
が
醸
成
さ
れ
に
く
い
。

　

厚
生
労
働
省
で
は
、
他
の
業
種
で
蓄
積
し

た
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
し
つ
つ
、大
規
模
店
舗
・

多
店
舗
展
開
企
業
を
中
心
に
労
働
災
害
防
止

へ
の
意
識
を
各
事
業
場
に
浸
透
さ
せ
た
い
考

え
だ
。

　

労
働
災
害
の
多
く
が
倉
庫
な
ど
の
バ
ッ
ク

ヤ
ー
ド
で
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
場

で
の
作
業
実
態
に
着
目
し
、
危
険
箇
所
を

マ
ッ
プ
で
表
示
す
る
な
ど
の
“
み
え
る
化
”

を
各
事
業
場
で
推
進
す
る
。

　

国
内
外
の
安
全
管
理
の
好
事
例
を
収
集
し
、

啓
発
・
指
導
に
活
用
す
る
ほ
か
、
経
営
や
業

務
管
理
に
完
全
管
理
を
組
み
込
ん
だ
モ
デ
ル

を
作
成
し
、
普
及
さ
せ
る
。
ま
た
、
滑
り
に

よ
る
転
倒
や
切
れ
・
こ
す
れ
に
よ
る
ケ
ガ
が

多
発
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
作
業
性
、
安
全

性
、
経
済
性
を
両
立
す
る
安
全
靴
や
安
全
手

袋
な
ど
の
保
護
具
の
開
発
、
普
及
に
も
取
り

組
む
。

　

対
策
を
推
進
す
る
上
で
、
責
任
者
を
明
確

に
す
る
観
点
か
ら
、
特
定
の
業
種
・
規
模
の

事
業
場
で
選
任
義
務
の
あ
る
「
安
全
衛
生
管

理
者
」
制
度
を
参
考
に
、
現
場
の
実
態
に
即

し
た
効
果
的
な
安
全
管
理
体
制
の
構
築
を
検

討
す
る
。
同
時
に
小
売
業
で
の
雇
用
者
数
が

多
い
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
非
正
規
労

働
者
へ
の
安
全
指
導
も
現
場
の
実
態
を
踏
ま

え
た
上
で
充
実
さ
せ
る
。

　

介
護
施
設
で
多
く
み
ら
れ
る
転
倒
災
害
の

防
止
対
策
と
し
て
、
県
や
市
町
村
が
実
施
す

る
研
修
会
や
指
導
と
連
携
し
、
労
働
者
に
対

す
る
安
全
教
育
の
普
及
や
４
Ｓ（「
整
理
」「
整

頓
」「
清
潔
」「
清
掃
」）
を
徹
底
す
る
。
ま
た
、

腰
痛
も
多
発
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
介
護
機

器
の
導
入
に
よ
る
予
防
策
を
講
じ
る
ほ
か
、

九
四
年
に
厚
生
労
働
省
が
策
定
し
た
「
職
場

に
お
け
る
腰
痛
予
防
対
策
指
針
」
で
定
め
る

腰
痛
の
健
康
診
断
の
普
及
・
徹
底
も
指
導
す

る
。

　

陸
上
貨
物
運
送
業
で
は
、
労
働
災
害
に
占

め
る
交
通
労
働
災
害
の
割
合
は
一
割
未
満
な

の
に
対
し
、
荷
役
作
業
中
の
労
働
災
害
は
約

七
割
を
占
め
て
い
る
。
と
く
に
荷
台
や
荷
物

の
上
か
ら
の
墜
落
・
転
落
の
割
合
が
最
も
高

い
。
そ
の
た
め
、
計
画
に
は
、
業
界
団
体
と

連
携
し
て
、
荷
役
作
業
中
の
安
全
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
普
及
す
る
こ
と
な
ど
も
盛
り
込
ん
だ
。

死
亡
災
害
対
策
を
重
点
化

　

労
働
災
害
全
体
に
占
め
る
重
篤
災
害
の
割

合
は
減
少
し
て
い
る
も
の
の
、
依
然
死
亡
災

害
は
建
設
業
と
製
造
業
で
過
半
数
を
占
め
て

お
り
、
対
策
の
強
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

建
設
業
の
死
亡
災
害
で
半
数
を
占
め
る

「
墜
落
・
転
落
災
害
」
対
策
と
し
て
、
労
働

安
全
衛
生
総
合
研
究
所
と
協
力
し
て
、
は
し

ご
、
屋
根
な
ど
か
ら
の
墜
落
・
転
落
を
防
止

す
る
た
め
の
機
材
・
手
法
の
開
発
、
普
及
に

努
め
る
こ
と
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
。

　

一
方
、
製
造
業
の
死
亡
災
害
で
約
四
割
を

占
め
る
機
械
で
の
「
は
さ
ま
れ
・
巻
き
込
み

災
害
」
防
止
対
策
で
は
、
災
害
が
発
生
し
た

事
業
場
で
の
原
因
を
究
明
す
る
と
と
も
に
、

機
械
設
備
の
安
全
性
に
問
題
が
あ
る
場
合
は
、

製
造
者
な
ど
に
改
善
を
求
め
る
。
さ
ら
に
安

全
衛
生
体
制
が
整
っ
て
い
な
い
小
規
模
事
業

場
に
お
け
る
安
全
衛
生
活
動
を
底
上
げ
す
る

た
め
、
中
央
労
働
災
害
防
止
協
会
に
よ
る
指

ト
ピ
ッ
ク
ス

労
働
災
害

3

第
12
次
労
働
災
害
防
止
計
画
を
答
申
―
―
労
政
審
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導
・
援
助
活
動
を
支
援
す
る
。

　

対
策
の
強
化
に
よ
り
、
建
設
業
で
は
死
亡

者
数
を
二
○
一
二
年
比
で
二
○
％
以
上
、
製

造
業
で
は
同
五
％
以
上
減
少
さ
せ
る
こ
と
を

め
ざ
す
。

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
で
は
職
場
環

境
の
改
善
を

　

精
神
障
害
を
理
由
と
す
る
労
災
補
償
の
支

給
決
定
件
数
は
年
々
増
加
傾
向
に
あ
る
。
厚

生
労
働
省
が
ま
と
め
た
「
脳
・
心
臓
疾
患
と

精
神
障
害
の
労
災
補
償
状
況
」
に
よ
れ
ば
、

二
○
一
一
年
度
は
三
二
五
件
と
過
去
最
高
を

記
録
し
て
お
り
、
対
策
の
重
要
性
が
一
段
と

高
ま
っ
て
い
る
。

　

計
画
で
は
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
と
し

て
、
不
調
者
の
早
期
発
見
・
早
期
治
療
に
加

え
て
、
不
調
に
な
り
に
く
い
職
場
環
境
の
改

善
に
着
目
し
た
。
職
場
で
ス
ト
レ
ス
の
原
因

と
な
る
も
の
を
特
定
、
評
価
し
た
上
で
、
必

要
な
措
置
を
講
じ
て
リ
ス
ク
を
低
減
す
る
リ

ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
よ
う
な
手
法
を
検
討

す
る
。

　

不
調
の
原
因
と
な
り
う
る
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
対
策
も
盛
り
込
ん
だ
。
二
○
一
○
年

に
厚
生
労
働
省
が
ま
と
め
た
「
職
場
の
パ

ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
予
防
・
解
決
に
向
け
た

提
言
」
を
参
考
に
、
パ
ワ
ハ
ラ
問
題
の
現
状

や
課
題
、
取
り
組
み
事
例
を
ポ
ー
タ
ル
サ
イ

ト
「
あ
か
る
い
職
場
応
援
団
」
な
ど
を
通
じ

て
紹
介
し
、
企
業
を
啓
発
す
る
。

　

早
期
発
見
策
で
は
、
従
業
員
が
自
分
の
ス

ト
レ
ス
状
態
を
把
握
で
き
る
よ
う
ス
ト
レ
ス

チ
ェ
ッ
ク
テ
ス
ト
の
導
入
を
促
す
と
と
も
に
、

職
場
の
相
談
窓
口
の
整
備
を
推
進
す
る
。
さ

ら
に
テ
ス
ト
の
結
果
に
基
づ
く
セ
ル
フ
ケ
ア

を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
日
頃
従
業
員
と
接

す
る
機
会
の
多
い
管
理
職
が
適
切
に
対
応
で

き
る
よ
う
両
者
へ
の
教
育
研
修
や
情
報
提
供

の
機
会
を
増
や
す
。

　

企
業
が
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
で
休
業
し

て
い
た
従
業
員
の
職
場
復
帰
支
援
に
取
り
組

み
や
す
い
よ
う
先
進
的
な
企
業
の
好
事
例
を

収
集
す
る
。
さ
ら
に
集
め
た
事
例
を
分
析
し
、

企
業
規
模
ご
と
の
モ
デ
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作

成
す
る
。
こ
れ
ら
は
厚
生
労
働
省
で
運
営
す

る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
情
報
提
供
を

目
的
と
し
た
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
「
こ
こ
ろ
の

耳
」
で
公
開
す
る
考
え
だ
。

　

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
へ
の
取
り
組
み
方

が
わ
か
ら
な
い
企
業
へ
の
支
援
に
も
取
り
組

む
。
厚
生
労
働
省
が
二
○
一
一
年
に
実
施
し

た
「
労
働
者
健
康
状
況
調
査
」
に
よ
れ
ば
、

対
策
へ
の
「
取
り
組
み
方
が
わ
か
ら
な
い
」

と
す
る
事
業
場
の
割
合
が
約
二
割
も
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
従
業
員
規
模
の
小
さ
い
企
業
を

中
心
に
支
援
を
強
化
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
取
り
組
み
に
よ
り
、
二
○
一
七

年
ま
で
に
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
に
取
り
組

ん
で
い
る
事
業
場
の
割
合
を
八
○
％
以
上
に

す
る
こ
と
を
め
ざ
す
。

　

従
業
員
の
健
康
障
害
を
防
止
す
る
観
点
か

ら
、
引
き
続
き
過
重
労
働
対
策
に
も
取
り
組

む
。
数
値
目
標
と
し
て
、
二
○
一
一
年
と
比

較
し
て
、
二
○
一
七
年
ま
で
に
週
労
働
時
間

六
○
時
間
以
上
の
雇
用
者
の
割
合
を
三
○
％

以
上
減
少
さ
せ
る
こ
と
を
掲
げ
た
。

　

事
業
者
に
対
し
、
健
康
診
断
の
実
施
と
労

働
時
間
の
的
確
な
把
握
・
管
理
に
基
づ
く
事

後
的
な
健
康
管
理
の
徹
底
に
取
り
組
む
。

　

さ
ら
に
不
規
則
勤
務
や
深
夜
労
働
の
多
い

業
種
・
職
種
に
重
点
を
置
き
、
効
果
的
な
疲

労
の
回
復
に
つ
な
が
る
休
日
・
休
暇
の
付
与
、

取
得
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
業

種
・
職
種
に
お
け
る
労
使
の
長
時
間
労
働
削

減
に
向
け
た
取
り
組
み
を
支
援
す
る
。

　

腰
痛
予
防
対
策
で
は
、
社
会
福
祉
施
設
の

腰
痛
を
含
む
労
働
災
害
に
よ
る
休
業
四
日
以

上
の
死
傷
者
数
の
数
を
一
○
％
以
上
減
少
さ

せ
る
こ
と
を
め
ざ
す
。

　

具
体
的
な
対
策
と
し
て
、
腰
痛
が
多
発
す

る
介
護
施
設
、
小
売
業
、
陸
上
貨
物
運
送
業

で
、
雇
い
入
れ
時
の
教
育
に
腰
痛
予
防
対
策

を
盛
り
込
む
よ
う
指
導
す
る
ほ
か
、
重
量
物

取
り
扱
い
業
務
に
一
定
の
規
制
を
設
け
る
こ

と
で
腰
痛
の
発
生
要
因
と
な
り
リ
ス
ク
を
軽

減
す
る
こ
と
も
検
討
す
る
。

社
会
、
企
業
、
労
働
者
の
意
識
変
革

策
も

　

安
全
衛
生
対
策
の
重
要
性
は
企
業
の
中
で

十
分
に
共
有
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
般
社
会
で

も
認
知
度
が
必
ず
し
も
高
く
な
い
こ
と
か
ら
、

計
画
に
は
、
企
業
、
社
会
、
労
働
者
に
対
し

て
意
識
変
革
を
促
す
こ
と
を
盛
り
込
ん
だ
。

　

対
策
と
し
て
、
業
界
や
企
業
の
安
全
衛
生

の
水
準
を
可
視
化
し
、
社
会
的
評
価
を
受
け

ら
れ
る
仕
組
み
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
労

働
者
や
国
民
全
体
に
対
す
る
直
接
的
な
意
識

啓
発
に
も
取
り
組
む
。

　

具
体
的
に
は
、
労
働
災
害
の
発
生
状
況
や

労
働
災
害
防
止
の
取
り
組
み
に
加
え
、
労
働

者
の
健
康
に
影
響
す
る
項
目
を
総
合
的
・
客

観
的
に
評
価
す
る
指
標
を
開
発
す
る
ほ
か
、

企
業
の
労
働
環
境
を
専
門
家
が
評
価
し
、
高

い
評
価
を
得
た
企
業
を
積
極
的
に
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
公
表
す
る
こ
と
で
、
求
職
者
が
労

働
環
境
の
よ
い
職
場
を
把
握
し
や
す
い
仕
組

み
を
つ
く
る
。

　

一
方
、
法
令
を
違
反
し
た
結
果
、
重
大
な

労
働
災
害
を
繰
り
返
し
起
こ
し
た
企
業
に
つ

い
て
、
災
害
の
重
篤
度
、
頻
度
な
ど
一
定
の

基
準
を
設
け
、
公
表
す
る
こ
と
も
検
討
す
る
。

（
調
査
・
解
析
部
）

○重点業種対策

第三次産業対策

小売業 死傷者数（※１）を２０％以上減少（※２）

社会福祉施設 死傷者数（※１）を１０％以上減少（※２）

飲食店 死傷者数（※１）を２０％以上減少（※２）

陸上貨物運送業 死傷者数（※１）を１０％以上減少（※２）

建設業対策 死亡者数を２０％以上減少（※２）

製造業対策 死亡者数を５％以上減少（※２）

○健康確保・職業性疾病対策

メンタルヘルス対策 対策に取り組んでいる事業場の割合を８０％以上に

過重労働対策 週労働時間６０時間以上の雇用者割合を３０％以上減少（※３）

化学物質対策
危険有害性の表示と安全データシートの交付を行っている化学
物質製造者の割合を８０％以上に

腰痛・熱中症対策

腰痛 社会福祉施設の腰痛を含む死傷者数を１０％以上減少（※２）

熱中症 ５年間合計の熱中症による死傷者数を２０％以上減少（※４）

受動喫煙防止対策 受動喫煙を続けている労働者の割合を１５％以下に

図表　重点対策ごとの数値目標

※１　労働災害による休業４日以上の死傷者数
※２　2012 年と比較した 2017 年までの目標
※３　2011 年と比較した 2017 年までの目標
※４　�2008 年から 2012 年までの５年間と比較した 2013 年から 2017 年

までの５年間の目標




